
令 和 ８ 年 ４ 月 

保 護 者 の 皆 様  

京 都 教 育 大 学 

附 属 特 別 支 援 学 校 

校 長  丹 下 裕 史  

 

 臨時休校措置について  

  

１ 気象警報発令に伴う非常措置  

午前７時現在、京都市に、特別警報、暴風、大雨、洪水等の警報が発令されている時

は、臨時休校といたします。ただし、「大雪警報」についてのみ、気象情報等に基づいて、

臨時休校措置をとるか否かを学校で判断し「ツムギノ」で連絡します。  

尚、京都市に警報が発令されていない場合は、学校は平常通り行います。通学時の「お

住まいの市町村」または「通学経路にあたる市町村」に、気象警報が発令されている場合

や、通学の安全上、欠席が良いと判断された場合、その旨、学校にご連絡ください。その 

場合、公認欠席（出席扱い）となります。  

  

※ 授業中に発令された時は、その時点でご家庭に対応方法を連絡いたします。警報発令 

が予測される場合、学校からの連絡が確実に受けられるようご配慮下さい。  

  

  

２ 地震に対する非常措置  

   京都市の地震による休校措置に準じ以下の通り、震度５弱以上で休校といたします。  

※ 深夜 0時までに発生した場合…翌日、臨時休校  

※ 深夜 0時以降、登校までに発生した場合…当日、臨時休校  

  

  

３ その他  

・本人及び家庭の責任によらない地方交通機関のストや道路の不通等で欠席となる場合

は、学校に連絡をお願いします。その場合、公認欠席（出席扱い）となります。 

・休校の確認のお知らせを「ツムギノ」で配信しますので、確認をお願いします。  

・災害時等のご家庭からの緊急連絡で電話連絡が困難な場合は、「ツムギノ」もしくは、 

学校メール「fujiyogo＠kyokyo-u.ac.jp」を利用してください。  

  


